
Q&A

Q1.「日本国内に生活の基礎がある」とはどういうことでしょうか。

　⇒これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然性が高いと認められる場合、日本国

　　　内に生活の基礎があると判断します。具体的には、「渡航目的が就労でないこと」「渡航が一時的であること（ビザ

       に有効期限があること）」が基本となります。

Q2.就労を目的とした渡航ではないが、実際に海外で就労している場合は、就労の程度にかかわらず、国内居住

　　　要件の例外としては認められないのでしょうか。

　⇒海外で就労している場合、原則として国内居住要件の例外には該当しないこととなりますが、例えば、留学生の

　　　滞在費用を補うためのアルバイトなど、本来の在留活動が妨げられない範囲の付随的な就労であると認められる場

　　  合はこの限りではありません。

Q3.当初、「国内居住要件の例外」に該当することが確認できたため、被扶養者として認定していた者が、予定の変更

　　  等があり「国内居住要件の例外」に該当しないこととなった場合、どのタイミングで被扶養者削除とすべきでしょうか。

　　　 例：留学生だったが、そのまま現地で就職した場合

　　　 　　　海外赴任中に結婚した配偶者を被扶養者としたが、配偶者に付いて日本で生活する予定がなくなった場合

　⇒原則として、例外に該当しなくなった時点で削除することとなります。

住民票が日本国内に

ある

次の「国内居住要件の例外」に該当する

① 海外留学生（同行する家族を含む）

② 海外赴任する被保険者に同行する（原則「家族帯同ビザ」であること）

（被保険者帰国後、子の就学等の理由で現地に残る家族を含む）

③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時

的に海外に渡航する（ワーキングホリデーを含む）

④ 海外赴任中に生まれた被保険者の子、現地で結婚した配偶者

等、②と同等である（但し、配偶者の血族は対象外）

⑤ ①から④のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に

生活の基礎があると認められる（Q1参照）

日本に滞在する目的(ビザ)が次のものに該当する

① 病院若しくは診療所に入院し、医療を受ける

② ①の医療を受ける者の日常の生活を世話する

③ 滞在期間が一年未満で、観光、保養、その他これらに類似する

〇 生計維持関係などの要件を

満たせば被扶養者になれる

✖ 被扶養者になれない

はい

いいえ

日本国籍がある

健康保険被扶養者 判定フローチャート （2020年4月1日健康保険法改正を反映）
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